








（ 第 ３ 回 ）契 約 変 更 の 内 容 
 

 

  契約変更年月日 

 

令和 ７年  ３月１０日 

 

  契約業者名 

 

大成設備株式会社 

 

  契約業者の住所 

 

東京都新宿区西新宿二丁目６番１号 

 

  工事の名称 

 

動物医薬品検査所（２２）機械設備工事 

 

  工事場所 

 

茨城県つくば市観音台２丁目１－２２、１－２３ 

 

  工事種別 

 

暖冷房衛生工事 

工事概要 

１．本庁舎 

  空気調和設備、換気設備、自動制御設備、衛生器具設備、

給水設備、給湯設備、消火設備 

                  変更一式 

  

２．動物実験施設 

  空気調和設備、換気設備、自動制御設備、給水設備、排

水設備、給湯設備、実験器具設備 

              変更一式 

 

３．共同溝 

  給水設備 

            変更一式 

  撤去工事 

                    変更一式 

 

４．屋外 

  自動制御設備、給水設備、排水設備 

                    変更一式 

 

  工期（自） 

 

   令和 ５年 ５月  ８日 

 

  工期（至） 

 

   令和 ７年 ３月１４日 

 

  契約金額 

 

２，１２１，３８２，９００円 

 

  変更金額 

 

２９，７００，０００円 



   

変更後の契約金額 

 

２，１５１，０８２，９００円 

 

変更理由 

 

１．本庁舎 
１）空気調和設備 

・入居官署との協議の結果による室内実験機器配置

や仕様などの見直に伴い、機器類（ユニット形空

気調和機、コンパクト形空調和機、空気清浄装置、

パッケージ形空気調和機、マルチパッケージ形空

気調和機、定風量ユニット、変風量ユニット）の

仕様及び台数の見直しが必要になったため変更

（増）する。 
・入居官署との協議の結果による室内実験機器配置

や仕様などの見直に伴い、ダクト・配管類の見直

しが必要となったため変更（増）する。 
２）換気設備 

・入居官署との協議の結果による室内実験機器配置

や仕様などの見直に伴い、機器類（遠心送風機、

消音ボックス付送風機、定風量ユニット、変風量

ユニット）の仕様及び台数の見直しが必要となっ

たため変更（増）する。 
・入居官署との協議の結果による室内実験機器配置

や仕様などの見直に伴い、換ダクト・配管類の見

直しが必要となったため変更（増）する。 
３）自動制御護設備 

・入居官署との協議の結果、空気調和設備、換気設

備の機器仕様及び台数の見直しに伴い自動制御設

備を変更（増）する。 
  ４）衛生器具設備 
    ・入居官署との協議の結果、４階菌株エリアに洗面 

器を追加（増）する 
５）給水設備 

・現地精査の結果、受水槽付給水ポンプユニットの

仕様の変更が必要となったため変更（減）する。 
６）給湯設備 

・現地精査の結果、配管の見直しが必要になったた

め変更（増）する。 
７）消火設備 

・現地精査の結果、配管の追加が必要になったため

変更（増）する。 
 
 



 ２．動物実験施設 
１）空気調和設備 

・入居官署との協議の結果による室内実験機器配置

や仕様などの見直に伴い、機器類（ボイラー、ユ

ニット形空気調和機、レヒーターユニット、ヘッ

ダー、定風量ユニット、変風量ユニット）の仕様

及び台数の見直しが必要になったため変更（増）

する。 
・入居官署との協議の結果による室内実験機器配置

や仕様などの見直に伴い、ダクト・配管類の見直

しが必要となったため変更（増）する。 
２）換気設備 

・入居官署との協議の結果による室内実験機器配置

や仕様などの見直に伴い、機器類（遠心送風機、

低風量ユニット、変風量ユニット）の仕様及び台

数の見直しが必要となったため変更（増）する。 
・入居官署との協議の結果による室内実験機器配置 

や仕様などの見直に伴い、ダクト・配管類の見直 
しが必要となったため変更（増）する。 

３）自動制御護設備 
・入居官署との協議の結果、空気調和設備、換気設

備の機器仕様及び台数の見直しに伴い自動制御設

備を変更（増）する。 
４）給水設備 

・現地精査の結果、受水槽付給水ポンプユニットの

仕様の変更が必要となったため変更（減）する。 
５）排水設備 

・現地精査の結果、配管の見直しが必要となったた

め変更（減）する。 
６）給湯設備 

・現地精査の結果、配管の見直しが必要になったた

め変更（増）する。 
７）実験器具設備 

・入居官署との協議の結果、実験器具設備の仕様、

台数、配置の見直しが必要となったため変更（減）

する。 
 

３．共同溝 
１）給水設備 

・現地精査の結果、配管類の見直しが必要となった

ため変更（増）する。 



  ２）撤去工事 
    ・現地精査の結果、撤去工事の見直しが必要となっ 

たため変更（減）する。 
 

４．屋外 
１）自動制御設備 

・入居官署との協議の結果、空気調和設備、換気設

備の機器仕様及び台数の見直しに伴い自動制御設

備を変更（減）する。 
２）給水設備 

・現地精査の結果、配管の見直しが必要となった 
 ため変更（減）する。 

３）排水設備 
・現地精査の結果、配管の見直しが必要となった 
 ため変更（減）する。 

 

 

 


